
２事業の概要・スキーム、実施主体等

○きめ細やかな支援を要する発達障害者の求職者が増加していることから、障害特性を踏まえた専門的な就職支援や職場定着支援、
及び事業主に対する発達障害者の雇用に係る課題解決のための相談援助を実施する必要がある。

○ハローワークに発達障害者の専門知識や支援経験を有する者を配置し、相談援助や専門的なカウンセリング等を実施する。

１ 事業の目的

発達障害者の就職及び雇用継続の促進に向けた支援事業
（発達障害者雇用トータルサポーター）

ハローワーク

専門援助部門

発達障害者雇用

トータルサポーター発達障害者に対する支援

企業に対する支援

・ 精神障害者等の雇用に対する理解促進

・ 雇い入れ支援

・ 雇用管理に関する助言援助

・ 先進事例の収集 等

ハローワークにおいて、求職者に対するカウンセリングや就職に向けた準備プログラムを実施するとともに、事業主に対して、発達障害者の雇用
に係る課題解決のための相談援助等の業務を実施。

・ 就職に向けたカウンセリング

・ 就職準備プログラム、職場実習の実施

・ 職業相談、同行紹介

・ 職場定着支援

・ 障害者以外の相談を行う窓口を利用している

求職者で、 発達障害の特性がうかがわれる者

（コミュニケーション能力が不足している、

対人 関係構築等に課題がある等）への相談

発達障害者支援センター等

（発達障害者に対する支援）

就職に向けたカウンセリング等（就職に向け

た課題の整理、必要な支援の決定）

発達障害者に関する知識と支援等の経験を

持つ精神科医や学識者等に委嘱。

ハローワークの相談窓口の職員等に対して、

医学的知見等に基づく助言・指導を実施。

発達障害者専門指導監

・地域障害者職業センター

・障害者就業・生活支援センター

・就労移行支援事業所

・医療機関 等

専門支援機関

連携

連携

精神保健福祉士や臨床心理士等の
有資格者をハローワークに配置

連携


